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旧姓名義でのクレジットカード作成はできず、戸籍名でしか作成できない （別

紙１）。 

 

２ ビジネス向けクレジットカードの作成について 

（１）三井住友カード株式会社 

旧姓名義でのクレジットカード作成はできず、戸籍名でしか作成できない（別

紙２）。 

なお、別紙２は、当職が、同社が全国弁護士協同組合連合会と提携して提供し

ている弁護士ＶＩＳＡビジネスカードを作成するために、当職の職務上の氏名

（届出済）で屋号として使用している旧姓名義 「弁護士 大谷秀美」での申込み

を行った上で、必要書類として指定されていた住民票 （旧姓が併記されたもの）

を提出したところ、申込名義と戸籍名が異なるとして、申込名義の変更を求め

られた書面である。 

なお、当職が同社に問い合わせをしたところ、クレジットカードの券面には

戸籍名が表示される一方で、引落し口座として、旧姓かつ職務上の氏名名義の

弁護士口座を利用することはできるとのことであった。 

（２）三菱ＵＦＪニコス株式会社、株式会社クレディセゾン、三井住友トラストク

ラブ株式会社 

上記各社も、上記（１）の三井住友カード株式会社と同様、全国弁護士協同組

合連合会と提携して弁護士専用クレジットカードを提供しているところ、当職

が同連合会を通じて問い合わせした結果、いずれの会社においても、職務上の

氏名として届出を行い、かつ屋号として使用している旧姓名義でのクレジット

カード作成はできず、戸籍名でしか作成できないとの回答であった。 

（３）楽天カード株式会社 

旧姓名義でのクレジットカード作成はできず、戸籍名でしか作成できない。 
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同社におけるビジネスカードは、個人名義でのクレジットカードに付帯する

サービスとして提供されるものであるため、戸籍名での申込みが必要となる個

人名義と同様、屋号名にかかわらず、戸籍名での申込みが必要であるとの回答

であった。 

（４）株式会社ＪＣＢ 

旧姓名義でのクレジットカード作成はできず、戸籍名でしか作成できない（別

紙１）。 

以上 
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                                               別紙１ 
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